
1 

◎新潟県告示第521号 

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり許可を取り消した。 

令和元年10月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 処分をした年月日 令和元年９月24日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社星野技建 

  星野 𣳾明 

３ 主たる営業所の所在地 

  上越市浦川原区山本827 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第45144号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、

塗装工事業、水道施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年９月24日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年９月19日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社田辺建設 

  田辺 英也 

３ 主たる営業所の所在地 

  三条市井栗３－３－40 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－26）第21225号 

５ 処分の内容 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、舗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年９月19日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年９月13日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社浩工業 

  小野寺 浩樹 

３ 主たる営業所の所在地 

  村上市山辺里353－４ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－30）第45473号 

５ 処分の内容 機械器具設置工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年９月13日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年９月18日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  佐藤電気 

  佐藤 貞之 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区仁箇1617－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第42221号 
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５ 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月28日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年９月５日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社ナワ総合設備 

  藤縄 治之 

３ 主たる営業所の所在地 

  上越市黒井2598－25 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第40353号 

５ 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年９月５日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年９月10日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社志登屋工業 

  古島 重一 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区善光寺907 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第5022号 

５ 処分の内容 土木工事業、管工事業、水道施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年９月10日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年８月16日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  木島建築事務所 

  木島 活貫 

３ 主たる営業所の所在地 

  糸魚川市横町４－11－32 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－26）第43312号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月16日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年９月３日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  大倉産業株式会社 

  朝倉 弘志 

３ 主たる営業所の所在地 
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  新潟市中央区西堀通四番町259－58 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第43985号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、造園工事業に係る一般建設業の許可

の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年９月３日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年９月６日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社昇工業 

  小根山 昇 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市要町１－928－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第43998号 

５ 処分の内容 とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年９月６日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年９月11日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社ナカヨシコーポレーション 

  池田 正浩 

３ 主たる営業所の所在地 

  南魚沼市穴地31－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－27）第38514号 

５ 処分の内容 電気工事業に係る特定建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月８日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年８月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社サンワ 

  上之園 和清 

３ 主たる営業所の所在地 

  刈羽郡刈羽村大字十日市888－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－26）第39675号 

５ 処分の内容 電気通信工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年８月28日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 
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  ダイケン産資 

  劔物 秀敏 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西区小新２－１－５ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－26）第39781号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月28日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年８月26日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社小林工務店 

  荒川 義克 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区下和納249 

４ 許可番号 新潟県知事許可（特－27）第15783号 

５ 処分の内容 解体工事業に係る特定建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月26日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年８月21日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社小暮商店 

  小暮 重光 

３ 主たる営業所の所在地 

  柏崎市穂波町９－42 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第38866号 

５ 処分の内容 内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月21日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和元年８月28日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社昭和商会 

  村川 菊江 

３ 主たる営業所の所在地 

  佐渡市大字東大通1284 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第11646号 

５ 処分の内容 電気工事業、管工事業、電気通信工事業、消防施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月28日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 
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１ 処分をした年月日 令和元年８月19日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社技巧 

  貝沼 泰造 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市江南区下早通２－５－10 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－30）第42895号 

５ 処分の内容 左官工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

令和元年８月19日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 


